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明石市市民生活局市民協働推進室 

コ ミ ュ ニ テ ィ ・ 生 涯 学 習 課 長 

 

緊急事態宣言発令中におけるコミュニティ・センターの使用について 

 

平素は本市コミュニティ行政にご理解とご協力をいただき誠にありがと

うございます。 

さて、コミュニティ・センターにつきましては、新型コロナウィルス感染

拡大防止対策として、現在も使用制限を行いながら運営しておりますが、明

石市内における感染者数の増加、また兵庫県に緊急事態宣言が発令されるな

ど、より一層の対策が必要な状況であるため、下記のとおり使用制限の内容

を一部変更いたします。 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、皆様のご理解、ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 使用制限の変更内容 

イベントや事業、文化・スポーツ活動の使用を禁止します。 

 

２ 使用制限を行う期間 

令和３年８月２１日から９月１２日まで。 

※ 感染状況等により、期間が変更になる可能性があります。 

 

３ その他、使用に際してのお願い 

・感染拡大防止の観点から、会議等を実施することの必要性やその方法、

時期、人数等について、再度十分検討してください。 

・別紙「コミセンを使用されるみなさまへ（2021 年８月 20 日）」の内容を

遵守のうえ使用してください。 


